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豊田市民間木造住宅耐震改修費等補助事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、豊田市補助金等交付規則(昭和４５年規則第３４号)に定めるものの

ほか、地震発生時における木造住宅の倒壊等による災害を防止するため旧基準木造住宅

の耐震改修計画及び耐震改修工事又は解体工事を実施する者に、予算の範囲内において

補助金を交付することを目的として定める。 

（用語の定義） 

第２条 この要綱における用語の定義は、次のとおりとする。 

（１）旧基準木造住宅とは、次の要件を全て満たすものをいう。 

ア 豊田市内にある自己所有の木造住宅（在来軸組構法及び伝統構法の戸建、長屋、

併用住宅及び共同住宅に限る。ただし、国、地方公共団体その他公の機関が所有す

るものを除く。） 

イ 昭和５６年５月３１日以前に着工されたもの 

ウ 階数は２階建て以下のもの 

（２）木造住宅耐震診断とは、次のいずれかに該当するものをいう。 

ア 豊田市が実施する無料耐震診断（愛知県木造住宅耐震診断員登録要綱第２条第３

号に規定する木造住宅耐震診断に限る。） 

イ （財）愛知県建築住宅センターが実施する住宅の耐震診断 

（３）判定値とは、次のいずれかをいう。 

  ア 愛知県木造住宅耐震診断員登録要綱第２条第３号に規定する木造住宅耐震診断に

よる上部構造評点又は総合評点 

  イ （財）日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」の一般診断法

又は精密診断法による評点 

（４）耐震改修工事とは、地震に対する安全性の向上を目的として実施する補強工事を含

む改修工事をいう。 

（５）耐震改修計画とは、地震に対する安全性の向上を目的として実施する耐震改修工事

の建築士による計画をいう。 

（６）解体工事とは、地震による倒壊等の被害の防止を目的として実施する旧基準木造住

宅の１棟全てを解体する工事をいう。 

（補助の対象者） 

第３条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号の全てを満たす者とする。 

（１）旧基準木造住宅を所有する者（現にその建物に居住していて所有者の同意を得られ

る者又は同等の権利を有する者を含む。第３号において同じ。） 

（２）市税を滞納していない者 

（３）都市計画法・建築基準法に違反していない建築物を所有する者 

（補助対象者の除外） 

第３条の２ 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は補助の対象としない。 
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（１）暴力団員 

（２）暴力団と認められる団体 

（３）暴力団員が役員となっている団体 

（４）暴力団又は暴力団員と密接な関係を有している団体 

（補助の対象工事等） 

第４条 補助の対象は、次の各号のいずれかに該当する工事等とする。 

（１）第２条第２号ア又はイにおいて判定値が１．０未満（ただし、平成１７年度以前に

実施したイにおいては得点が８０点未満）と診断された旧基準木造住宅について、次

項に定める基準による判定値を 1.０以上とする耐震改修計画の策定及びこれに基づ

く耐震改修工事。ただし、耐震補強上有効なものに限る。 

（２）第２条第２号ア又はイにおいて判定値が０.７未満（ただし、平成１７年度以前に

実施したイにおいては得点が６０点未満）と診断された旧基準木造住宅を解体、運搬、

処分する解体工事。ただし、補助金交付申請時に居住用として使用している延べ床面

積３０㎡以上の住宅で、建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律（平成１２年

法律第１０４号）に基づき、適正な分別解体、再資源化等を実施するものに限る。 

２ 判定値を１.０以上とする改修計画とは、（財）日本建築防災協会発行の「木造住宅

の耐震診断と補強方法」の一般診断法又は精密診断法の基準により算定する。 

３ 第１項第１号の耐震補強上有効なものとは、１．０未満と診断された階別方向別上部

構造評点を、判定値に０．３を加算した数値以上とする工事とする。 

４ 耐震改修計画の策定は、その計画に基づく耐震改修工事の現場監理を含むものとする。 

（補助の対象経費及び金額） 

第５条  １戸当たり（長屋建て、共同建て、解体工事の場合は１棟当たり）の補助金の対

象となる経費及び補助の金額は、次の表のとおりとする。ただし、補助金の額は、それ

ぞれ１千円未満の端数を切り捨てる。 

 

対象経費 補助金の額 

第４条に定める耐震改修

工事に要する経費 

（補強工事に係る工事費

に限る。） 

次に掲げる額の合計額を助成額とし、助成額から第２号

の額を差し引いた額を交付金額とする。 

１ 対象経費の２分の１以内、かつ６０万円を限度（た

だし、別に定める高齢者等又は障がい者が居住する住

宅については、対象経費以内、かつ８０万円を限度）

２ 租税特別措置法第４１条の１９の２に規定する所得

税額の特別控除の額 

第４条に定める耐震改修

計画の策定に要する経費 
対象経費の２分の１以内、かつ１０万円を限度とする。

第４条に定める解体工事

に要する経費 
対象経費以内、かつ２０万円を限度とする。 
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（補助金の交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という）は、第４条に定める

補助の対象工事等(以下「対象工事」という。)に着手する前に、別に定める民間木造住

宅耐震改修工事等補助金交付申請書に、次の各号の関係書類を添付して市長に提出しな

ければならない。ただし、解体工事の場合は、第３号の書類として案内図を添付するも

のとする。 

（１）市税完納証明書 

（２）木造住宅耐震診断の結果報告書の写し 

（３）耐震改修工事計画書、耐震改修計画見積書 

① 案内図、平面図 

② 補強計画図、その他補強方法を示す図書 

③ 耐震補強後の建物についての耐震診断の判定値（建築士の記名、押印のあるもの

に限る。） 

④ 別に定める高齢者等又は障がい者の証明 

（４）別に定める耐震改修工事等見積書 

（５）（財）愛知県建築住宅センターが実施する住宅の耐震診断を受けた場合は、家屋課

税台帳登録事項証明書 

２ 補助金の交付を受けようとする者は、豊田市の次の各号に掲げる地区内において補助

事業を実施する場合には、当該事業主管課と協議するものとする。 

（１） 土地区画整理事業 

（２） 都市計画施設内 

３ 耐震改修計画の策定に係る補助金交付申請は、耐震改修工事の補助金交付申請と同時

にするものとする。この場合において、耐震改修計画の策定は、第１項の規定にかかわ

らず、当該申請の前に着手することができる。 

（補助金の交付決定） 

第７条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認め

たときは、補助金の交付を決定し、その旨を申請者に通知する。 

（補助金の変更･中止） 

第８条 申請者は、次の各号のいずれかに該当する変更がある場合は、あらかじめ別に定

める民間木造住宅耐震改修工事等計画変更承認申請書に、第６条第１項第３号及び第４

号に掲げる書類のうち計画変更に係るものを添付して、市長に提出しなければならない。 

（１）施工箇所及び施工方法の変更（軽微なものは除く。） 

（２）対象工事に要する経費の変更 

２ 申請者は、事情により対象工事を中止するときは、速やかにその旨を別に定める民間

木造住宅耐震改修工事等中止届をもって、市長に提出しなければならない。 

３ 市長は、前各項の規定による書類を受理したときは、その旨を申請者に通知する。 

（着工の届出） 

第９条 申請者は、対象工事を着工したときは、別に定める着工届に次の各号の関係書類
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を添付して、市長に提出しなければならない。 

（１） 着工の状態が確認できる写真 

（２） 解体工事の場合は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第１０条第１項

の規定による届出をしたことを証する受領票（豊田市の受付印が押印されたもの）

の写し（ただし、延べ面積が８０㎡以上の場合に限る。） 

２ 前項の書類は、補助金の交付決定があった日から起算して、1 か月以内に提出しなけ

ればならない。ただし、特別の事情がある場合は、その旨を別に定める着工延期届をも

って、市長に提出しなければならない。 

（中間検査） 

第１０条 申請者は、第４条に定める耐震改修工事の中間に達した時は、市長に連絡をす

るものとする。 

２ 市長は、前項の連絡を受けた場合は中間検査を行うことができる。 

（完了実績報告等） 

第１１条 申請者は、対象工事が完了したときは、別に定める完了実績報告書に、次の各

号の関係書類を添付して、市長に提出しなければならない。 

（１） 工事費及び計画費の請求書又は領収書の写し（請求書による場合は補助金交付後領

収書の写しを提出） 

（２） 工事写真（施工個所ごとの施工前、施工中及び完了時が確認できるもの） 

（３）解体工事の場合は、産業廃棄物管理票（マニフェスト）の写し 

２ 前項の書類は、着手日から起算して３か月を経過した日又は当該年度の２月末日まで

のいずれか早い日までに提出しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、

その旨を別に定める工事完了延期届をもって、市長に提出しなければならない。 

３ 市長は、第１項の規定による報告があったときは、報告の内容を審査のうえ、適当と

認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、その旨を申請者に通知する。 

（補助金の交付） 

第１２条 申請者は、前条第３項による確定の通知を受けたときは速やかに別に定める請

求書を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の請求書に基づき、申請者に補助金を交付するものとする。 

（交付決定の取消し及び補助金の返還） 

第１３条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の

全部若しくは一部を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部について期限

を定めて返還を命ずるものとする。 

（１）虚偽の申請その他不正の行為により補助金の交付を受けたとき。 

（２）補助金の交付決定内容、これに付した条件その他法令又はこの要綱に違反したとき。 

（３）第９条第２項に定める期日までに着工届が提出されなかったとき。 

（４）第１１条第２項に定める期日までに完了実績報告書が提出されなかったとき。 

（５）第３条の２各号のいずれかに該当する者であることが判明したとき。 

（６）その他市長が補助金の交付を不適当と認めたとき。 



- 5 - 

（書類の保管） 

第１４条 申請者は、補助金の関係書類を整理し、補助金の交付から５年間保管しなけれ

ばならない。 

（適用除外） 

第１５条 この要綱により第５条に定める補助限度額の交付を受けた旧基準木造住宅につ

いては、再び補助金の対象工事とすることはできない。 

 

（その他） 

第１６条 この要綱の実施に関し、必要な書式などは別に定める。 

 

附 則 

 この要綱は、平成１５年７月１日から施行する。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成１６年４月１日から施行する。 

（要綱の失効） 

２ この要綱は、平成１７年３月３１日限り、その効力を失う。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 

（要綱の失効） 

２ この要綱は、平成２０年３月３１日限り、その効力を失う。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成１８年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

 （経過措置） 

２ 施行日から平成１９年３月３１日までの間、改正前の豊田市民間木造住宅耐震改修費等補

助事業補助金交付要綱の規定による木造住宅耐震診断を受けた住宅で補助の対象工事等で

あったものについては、改正後の豊田市民間木造住宅耐震改修費等補助事業補助金交付要綱

の規定にかかわらず、従前の例により交付の決定等を行うものとする。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

（要綱の失効） 

２ この要綱は、平成２３年３月３１日限り、その効力を失う。 
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   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

（要綱の失効） 

２ この要綱は、平成２３年３月３１日限り、その効力を失う。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

（要綱の失効） 

２ この要綱は、平成２６年３月３１日限り、その効力を失う。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２４年１月１日から施行する。 

（要綱の失効） 

２ この要綱は、平成２６年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱

の規定により、既になされた交付申請に係る補助金の交付については、同日後も、なおその

効力を有する。 

 


